
意見募集期間：平成２６年９月１日～平成２６年９月２２日（２２日間）

意見提出者数、件数：３者、１７件

NO 該当頁等 意見・要望の該当箇所 意見内容および理由 回答 修正の有無

1

本紙

Ｐ.14

（3）

報告、指示

口頭の指示での不明瞭、不確実な事案をなくすため、指示につい

ては、原則書面とし、緊急時等については、口頭での指示とし、の

ちに書面にて発行していただくことを提案します。

口頭の指示での不明瞭、不確実な事案をなくすため、報告・指示につ

いては、原則書面といたします。

仕様書において、追記致します。

有

2

別紙2-2

①

競争参加資格1

民間事業者はＩＳＯ9001：2000又はJISQ9001：2008のいずれかを

認証取得していること

協同組合で入札する場合、組合自体の認証がなくとも実務を行う

組合員が認証を受けていれば同等の品質で遂行できるため、組合

員が認証を受けていれば同等の評価としていただきたい。

　ご指摘の分につきましては、「従来の実施状況に関する情報の開

示」であり、H23年度の契約の契約締結時（H22年度及びH23年度の

複数年契約であった）においては、「競争参加資格の要件」として記

載しておりましたが、H24及びH25年度の案件におきましては、本内容

での参加資格は求めておりません。今回につきましても、前回同様に

「競争参加資格の要件」としては求めておりません。

無

3

別紙2-2

①

仕様書3

仕様書3

過去１０年以内に２０万㎡以上の施設校内緑地管理を２年以上

行っていること

２０万㎡を超える施設は限られており、入札参加を制限してしまう

ため、２０万㎡を評価基準とするのであれば評価基準の引き下げ

をお願いしたい。

No.2の回答のとおり。 無

4

別紙4

仕様書

Ⅱ.3

３.植栽管理　※②除草剤殺虫剤等、農薬の管理

また、散布作業は茨城県農薬適正アドバイザーの散布計画のも

とに行うこと

政府調達のため、茨城県内に限定される資格でなく、他の都道府

県で同等とされる資格の表記が望ましいと考えます。「農薬管理指

導士に準じる資格」を提案します。

「また、散布作業は茨城県農薬適正アドバイザー又は農薬管理指導

士に準ずる者の散布計画のもとに行うこと」に仕様書を修正いたしま

す。

有

5

別紙4

仕様書

Ⅱ.3

※③

３.植栽管理　※③散布作業

散布作業は動力噴霧器を使用し、作業員２名１組で安全確認を

行いながら施工を行う。

安全管理上２名と明記されてしまうと、必要に応じた増員の障害と

なるため、「２名以上の作業チームで」を提案します。

ご提案のとおり、「1組あたりの作業員を２名以上」とし、仕様書を修正

いたします。

有

6

別紙4

仕様書

Ⅲ

監理業務責任者

一級造園施工管理技士及び一級造園技能士の資格を有する管

理業務責任者を置き、その指示のもとに本業務を行うものとす

る。

両資格を同時に保有している人員は、限られた人材であり、傷病

等でバックアップの人材に切替等も考えると２名体制が望ましいと

考えます。

１名で両資格を持つものでなく、業務責任者を一級施工管理技

士、主任技術者として一級技能士の２名体制でも可能としていただ

きたい。

「一級造園施工管理技士の資格を有する管理業務責任者及び一級

造園技能士の資格を有する副責任者を置き、その指示のもとに本業

務を行うものとする。なお、管理業務責任者が一級造園技能士の資

格を有する場合は、副責任者を置かないことができる」に仕様書を修

正いたします。

無

「産業技術総合研究所つくばセンター」の施設管理等業務における民間競争入札実施要項（案）の意見募集結果について

「つくばセンター植栽管理業務分」



NO 該当頁等 意見・要望の該当箇所 意見内容および理由 回答 修正の有無

7

別紙4

仕様書

Ⅱ2.(3)

２．通年管理

（3）図面データの修正

CAD図：Vector Works形式で修正し、とありますが、最新バージョ

ンを用意すれば良いのでしょうか。旧バージョンでは展開しない場

合があると思われます。

WindowsXｐの使用不可により最新版Vector Works2014の使用が望

ましい。

Windows７以上のOSでの動作保証がされている「Vector Works」であ

れば問題ありません。

なお、WindowsXPについては、セキュリティ上の問題があることから、

同OSでの動作保証がされている「Vector Works」については、対象外

と考えて頂きたい。

有

8

別紙4

仕様書

Ⅱ4.(1)

４．落葉清掃作業

（1）作業対象箇所

２箇所のみならず構内全域の清掃を推奨いたします。

構内のいたるところに樹木があり、その落枝葉は膨大な量となり、

排水溝を詰まらせたり、吹き溜まりとなって放置されてしまっていま

す。また他業務がサービス作業として一部清掃を行っているようで

す。

ご提案のとおり、「構内全域の清掃」に仕様書を修正いたします。 有

9

別紙4

仕様書

Ⅱ3.別紙

1

３．植栽管理

別紙1　除草

つくば北サイトのドイツトウヒ林およびドイツトウヒ林法面の除草の

実施を推奨いたします。

構内で唯一の未管理地帯です。雑草の繁茂により樹林が衰弱して

枯損し始めています。また、雑潅木が生長して近接道路の通行障

害を起こしています。

ご提案のとおり、つくば北サイトのドイツトウヒ林およびドイツトウヒ林

法面の除草の実施を仕様書に追加いたします。

有

10

別紙4

仕様書

Ⅱ3.別紙

1

３．植栽管理

別紙1　除草剤散布

道路や歩道の目地から繁茂する雑草への除草剤散布の実施を推

奨いたします。

例年雑草が繁茂しており、美観を低下させているとともに、交差点

では視界を悪くしています。

ご提案のとおり、美観向上、交差点での視界確保による安全性の向

上の為、道路や歩道の目地から繁茂する雑草への除草剤散布の実

施を仕様書に追加いたします。

有

11

別紙4

仕様書

Ⅱ3.別紙

1

３．植栽管理

別紙1　除草剤<参考>

薬品名と数量の記載がありますが、その薬品に相当する材料を調

達しても良いのでしょうか。

優先する雑草に効果のある薬品を使用したいためです。また、残

効性がある薬品を使用して雑草を抑制したいためです。

ご提案のとおり、薬品につきましては、同等品の物であれば可とし、

仕様書に追加いたします。

有

12

別紙4

仕様書

Ⅱ3.(1)

②

３．植栽管理

（1）除草

②砂利地

砂利地の雑草が例年目立っています。手取り除草による管理を一

部変更して、除草剤散布にたよった雑草管理にすることを推奨い

たします。

砂利地の雑草を手で除根することは非常に困難です。そのため単

価も高くなっております。代わって除草剤散布による管理は割安な

ため,価格を抑えつつ管理回数を増やすことが可能です。

ご提案のとおり、手取り除草による管理を一部変更し、除草剤散布に

たよった雑草管理にすることに修正いたします。

有

13

別紙6

業務実施

責任者の

要件

法的資格等及び業務実施責任者等の要件

茨城県農薬適正使用アドバイザーの資格者を配置することを推奨

いたします。

住宅地などに近接する場所において農薬を使用する場合、その適

正な使用方法を実行するのみならず、もしもの場合近隣住民に緊

急対応をすることが出来ます。

　茨城県農薬適正アドバイザー又は農薬管理指導士に準ずる資格者

を配置するよう業務実施責任者の要件を修正いたします。

有



NO 該当頁等 意見・要望の該当箇所 意見内容および理由 回答 修正の有無

15

別紙4

仕様書

Ⅱ2.(2)

2.通年管理

（2）自然災害時の対応

応急処置として移動を行うなど適切な処置を行うとありますが、実

際はどういった作業を実施すればよいのでしょうか。

通行支障のある樹木などを伐採し、応急処置として路肩に集積す

るまでを業務とみなし、それ以降の搬出や処分は別途作業とみな

してよいのでしょうか。

通行支障のある樹木などを伐採し、応急処置として路肩に集積する

までを業務とみなし、それ以降の搬出や処分は別途作業とみなして

頂いて結構です。

仕様書に追加致します。

有

16

別紙4

仕様書

Ⅱ.3

３.植栽管理　※②除草剤殺虫剤等、農薬の管理

また、散布作業は茨城県農薬適正アドバイザーの散布計画のも

とに行うこと

散布作業は茨城県農薬適正使用アドバイザーの散布計画のもと

に行うこととありますが、業務実施責任者である除草剤管理者(毒

物劇物取扱責任者）が兼任しても良いでしょうか。

毒物劇物取扱責任者は散布作業の知識を取得し、ルールを学ん

でいるため、何ら問題がないと思います。

毒物劇物取扱責任者は、毒物又は劇物の製造業、輸入業及び販売

業において、毒劇物の貯蔵設備の管理や事故時の措置に当たる資

格であるため、農薬使用者に対する安全かつ適正使用に関する助言

のできる茨城県農薬適正使用アドバイザーの散布計画のもとに行う

こととするので、回答はNo．4のとおり

無

17

別紙4

仕様書

Ⅱ.3

３.植栽管理

（6）.殺虫/殺菌

全国的に松喰い虫の被害が広がっている現状で、研究所内に生

育しているマツの松枯れを防止する為の防虫や予防策は必要で

はありませんか。

定期的な薬剤散布(カミキリムシ退治)や予防処置(薬剤の樹幹注

入など）により、構内に生育する数多くのマツを松喰い虫から守る

ことが出来ます。

ご提出頂く「巡視報告書」に基づいてその都度判断し、予防策は別途

発注いたしますので、仕様書のとおりといたします。

無


